
理

由

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
市
街
地
の
健
全
な
復
興
を
図
る
た
め
、
特
定
行
政
庁
が
建
築
物
の
建
築
を
制

限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。


